
福祉保健生活環境委員会会議記録 
 
                       福祉保健生活環境委員長 今吉 次郎 
 
１ 日 時 

   令和７年１２月８日（月） 午後０時５７分から 
                午後３時２７分まで 
 
２ 場 所 

   第５委員会室 
 
３ 出席した委員の氏名 

   今吉次郎、首藤健二郎、御手洗吉生、嶋幸一、福崎智幸、高橋肇、吉村哲彦、猿渡久子 
 
４ 欠席した委員の氏名 

   な し 
 
５ 出席した委員外議員の氏名 

      木田昇、守永信幸 
 
６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

福祉保健部長 首藤丈彦、生活環境部長 首藤圭 ほか関係者 
 
７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
８ 会議の概要及び結果 

（１）第１０９号議案、第１１０号議案、第１１１号議案、第１１２号議案及び１１３号議案

については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

（２）第１０５号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することに全会一

致をもって決定した。 

（３）請願１４については、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定した。また、請願１

５については、賛成多数をもって継続審査とすべきものと決定した。 

（４）大分市佐賀関大規模火災に係る被災者支援状況について、大分市佐賀関の大規模火災に

ついて、第６次おおいた男女共同参画プランの策定について及び第３次大分県犯罪被害者

等支援推進指針の策定等についてなど、執行部から報告を受けた。 

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 
９ その他必要な事項 

   な し 
 
１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主査  板井貴章 
   政策調査課調査広報班 専門幹 佐藤達郎 
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別 紙 

会議の結果 

今吉委員長 ただいまから、福祉保健生活環境

委員会を開きます。 

また、本日は、委員外議員として木田議員と

守永議員に出席いただいております。 

ここで、委員外議員の皆様に申し上げます。

委員外議員の方が、発言を希望する場合は、委

員の質疑終了後に挙手し、私から指名を受けた

後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御発

言願います。 

それでは審査に入ります。本日審査いただく

案件は、今回付託を受けました議案５件、請願

２件、総務企画委員会から合い議がありました

議案１件です。 

この際、案件全部を一括議題とし、これより

福祉保健部関係の審査に入ります。 

それでは、最初に付託案件の審査を行います。 

第１０９号議案公の施設の指定管理者の指定に

ついて執行部の説明を求めます。 

高木福祉保健企画課長 第１０９号議案公の施

設の指定管理者の指定について、御説明いたし

ます。 

資料の２ページを御覧ください。 

先の第２回定例会の常任委員会において御報

告しましたとおり、福祉保健部が所管する公の

施設４施設の指定管理者が、今年度末をもって

更新時期を迎えます。 

そのため、令和８年度から５年間の指定管理

者の選定にあたり、１指定管理候補者選定の経

過にあるとおり、公募方式については、外部有

識者から構成される選定委員会による審査を行

い、任意指定施設については、パブリックコメ

ントや外部有識者によるヒアリングを行うなど、

慎重かつ厳正に審査を実施しました。 

こうした手続を踏まえ、４施設の指定管理候

補者を選定しましたので、地方自治法の規定に

基づき、指定の承認をお願いするものです。 

資料の３ページをお開きください。 

まず、①大分県社会福祉介護研修センターに

ついてです。本施設は公募方式によるものです

が、応募団体は大分県社会福祉協議会の１団体

であり、当該団体を指定管理候補者としていま

す。 

表の右端の選定委員会における評価欄にあり

ますように、選定委員会において、当該団体の

安定した運営体制や利用者の声に沿ったオンデ

マンド型の研修の提案などが評価されたことか

ら、指定管理候補者に選定されたものです。 

なお、表の左から２列目にありますように、

次期指定期間に係る提案価格は、５年間で総額

８億７，３１７万５千円であり、これは第３回

定例会で御承認いただいた債務負担行為額と同

額となっています。 

次に、②大分県母子・父子福祉センターにつ

いてです。本施設は任意方式であり、大分県ひ

とり親家庭福祉連合会を指定管理候補者として

引き続き選定したものです。 

表の右端の欄にありますように、外部有識者

から、当該団体は、利用者であるひとり親家庭

支援団体を構成員としており、ひとり親家庭の

生活実態等に精通しているほか、相談業務等に

優れた人材を有するなど、指定管理候補者とす

ることが妥当であるとの御意見をいただいたと

ころです。 

提案価格は、５年間で総額３，６０２万５千

円であり、債務負担行為額と同額となっていま

す。 

次に、③大分県聴覚障害者センターについて

です。本施設は任意方式であり、大分県聴覚障

害者協会を指定管理候補者として引き続き選定

したものです。 

表の右端の欄にありますように、外部有識者

から、当該団体は、利用者である聴覚障がい者

やその家族等を会員としており、聴覚障がい者

の生活実態等に精通しているほか、手話通訳ボ

ランティア団体等と連携した手話通訳者や要約

筆記者の養成事業などを実施している実績があ

るため、指定管理候補者とすることが妥当であ

るとの御意見をいただいたところです。 
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提案価格は、５年間で総額１億７，３０９万

円であり、債務負担行為額と同額となっていま

す。 

最後に、④大分県身体障害者福祉センターに

ついてです。本施設は、公募方式によるもので

すが、応募団体は大分県社会福祉協議会の１団

体であり、当該団体を指定管理候補者としてい

ます。 

表の右端の欄にありますように、選定委員会

において、当該団体の、これまでの安全対策へ

の取組実績や障がい者に配慮した運営案等が評

価されたことから、指定管理候補者に選定され

たものです。 

 提案価格は、５年間で総額３億１，８３８万

５千円であり、債務負担行為額と同額となって

います。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

猿渡委員 指定管理については問題ないと思う

んですけれども、ちょっと関連した形になるか

と思いますが、私、一般質問でも複合的な福祉

の問題を質問したんですけれども、例えば知的

障がいのある方とかが医療を受けようとする場

合に、大人一人で行ってもなかなか医療を受け

るのが難しかったり、歯医者とかでもそんな話

が本会議でもありましたけれども、そういうと

きにどこに相談したらいいかがなかなか難しか

ったりする場合があります。 

例えば、福祉の専門家がサポートして一緒に

付いて病院に行って、問題なく治療が受けられ

るように、その本人に合った働きかけだとか、

サポートしながらみたいなことも必要ではない

かと思うんです。 

そういういろんな問題が出てきますね。学校

でけがしたとか、多動なこどもさんとかはけが

もしがちだったりして。だから、その辺の総合

的な、ここに相談したら、また相談先を教えて

くれるというか、とにかくここに相談したらこ

こにつなげるみたいなシステムがいるんじゃな

いかと、いろんな御相談を受ける際に思います

ので、その点はいかがでしょうか。 

高木福祉保健企画課長 正に委員が言われたと

おり、今、複合的な課題は非常に出てきておる

と思います。８０５０問題とか孤独とか、いろ

んな問題が出ている中で、県としては、市町村

に対して、複合的な支援体制、いわゆる横でし

っかり連携した体制を構築しようよということ

で、事業でいえば、重層的支援体制整備事業が

あるんですが、そういった事業を受けて、横の

連携をしっかりしようということを言っており

ます。それには、市町村の社会福祉協議会やい

ろんなＮＰＯ団体とかを巻き込んで、しっかり

互いに連携しながらやっていこうという形の包

括的な支援体制を構築しております。 

 ですので、要は、どこに問合せするのか分か

らないとかいった部分であれば、市町村に包括

的支援体制を実施している課がございますので、

そこに照会すれば、サービスに応じてこの課が

いいですよという形で紹介できるかなと思って

おります。当然、その市と社会福祉協議会も連

携しておりますので、社会福祉協議会に問い合

わせるとか、回答できるところまではしっかり

できると思いますので、そういった形で、しっ

かり連携を組んでやれるような形で取り組んで

いく状況でございます。 

猿渡委員 市民としたら、複合的な体制を支援

している課がどこかが分からないとかがあると

思うんですね。だから、その辺は例えば支援学

校なり障がい者の事業所なりで周知していくと

か、その辺も含めてよろしくお願いいたします。 

首藤福祉保健部長 今、猿渡委員がおっしゃっ

た、そういういろんな悩みとか相談事、一義的

には市町村のここかなと思われる窓口、例えば

障がい福祉の課とかにお尋ねいただくとか、相

談したところが必要なところに案内していただ

けるでしょうし、しっかり受け止めて対応して

いただけると思います。もちろん、県の障がい

福祉の担当課でも、御相談いただければ、これ

はここに聞いたらいいですよとか、これはこう

だと思いますよというお話はできると思います

ので、どこでも相談いただければ対応できるよ

う、県も市町村もさせていただいていると認識

しています。 
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福崎委員 素朴な疑問なんですが、指定管理者

を選定するときはこういう審査基準があって評

価されるんですけど、日常的に、例えば毎年毎

年どういうふうにその事業がしっかりされてい

るのかとか、必要なもの、必要じゃないものな

んていうのを県としてどういうふうに評価され

て、この５年間ずっと続けていっているのかと

いうところの毎年の評価の仕方を教えていただ

けたらと思います。 

高木福祉保健企画課長 指定管理については、

毎年外部の委員を含めた形で、どういう状況だ

という評価をしてもらっています。例えば、こ

こにある目標指標、例えば利用者数とか満足度

とか、そういった部分も含めて、毎年どういう

形でその施設がどういう状況でやっているのか

を評価してもらって、必要な指導を受けている

状況でございます。 

福崎委員 それって、どこかで公開されている

んですか。 

高木福祉保健企画課長 全体的には行政企画課

が窓口となってやっている部分なんですけど、

将来ビジョンの部分ですので、そこは公表して

います。それぞれ行財政改革推進委員会等で、

評価の内容とかを公表しております。 

嶋委員 指定管理者の指定は、私は原則公募で

あるべきだと思っておりますが、この四つ、こ

の種の施設は公募でなくても任意指定でもいい

と思うんですが、この四つのうち二つを公募し

て、二つを任意指定したのは、どういう背景が

あるんですか。 

高木福祉保健企画課長 まず、指定管理者制度

が平成１８年度に導入されてから、この４施設

も指定管理の対象になっております。その頃か

ら、この２施設については公募で、残りの２施

設は任意という形になっているんですが、相談

体制とか、身体障害者福祉センターであればプ

ールの管理とか、そういう部分について、民間

に諮ってみて民間からいい案が出れば、指定し

てもいいんじゃないかと、そういう部分の意見

を基に公募している形と、この公募認定の決定

にあたっては、行財政改革推進委員会に諮って、

公募認定、どちらかにするかを決める形を取っ

ております。 

嶋委員 非常に民間が手を挙げにくい施設だと

思いますが、これまで公募によって民間事業者

が手を挙げたことはありますか。 

高木福祉保健企画課長 身体障害者福祉センタ

ーでいえば、平成２７年度、前々回のときに、

民間も含め３団体から上がってきておりますが、

最終的には大分県社会福祉協議会が取っておる

状況でございます。（「よく分かりました」と

言う者あり） 

高橋委員 そうすると、今回も公募でやった分

が、どちらも１団体ずつ、それもずっとこれま

でやってきた経過、経歴がある団体。そうなっ

てくると、だんだん他の団体が手を挙げにくく

なって、いつもここしか公募しないとなってく

るんじゃないかと思うんですが、公募に応じた

のがそれぞれどちらも１団体ずつしかないこの

現状を県としてどう捉えるかと思うんですが、

どうですか。 

高木福祉保健企画課長 例えば介護研修センタ

ーであれば、社会福祉事業者に対する研修や介

護に関わる研修とか、ある意味広い意味で難し

い研修等を実施していかなきゃならないという

部分であれば、民間が手を挙げるにはそれなり

のスキルが必要になってくるんじゃないかなと

思います。 

 ただ、県としましては、そういう部分も含め

て幅広く公募することによって、社会福祉協議

会にもっと研究していい案を出してくれと促し

ているような実情でございますので、そこはそ

ういう形を取らせていただいております。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより、

採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は、原案
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のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１１０号議案大分県幼保連携型認定

こども園の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。 

柳井福祉保健部審議監 こども未来課の鈴木課

長が欠席のため、私から説明をさせていただき

ます。４ページを御覧ください。 

第１１０号議案大分県幼保連携型認定こども

園の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について御説明します。 

１の条例の概要についてですが、この条例は、

就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の規定に基づき、幼

保連携型認定こども園の設備及び運営に関する

基準を定めたものです。 

次に、２の法令及び条例の改正内容ですが、

児童福祉法の改正により、第３回定例会で保育

所等に関する基準条例を改正しましたが、今回

は、幼保連携型認定こども園に関する基準省令

においても、虐待等を禁止する規定が追加され

たため改正するものです。 

具体的には、（１）の法令の改正の改正後欄

のとおり、法律に入園児虐待の防止等の章が新

たに追加され、虐待の定義等が定められるとと

もに、省令に虐待等の禁止が定められました。

（２）の条例の改正ですが、省令改正に従い４

条の２として、虐待等を禁止する条項を追加す

るものです。 

なお、改正前は児童福祉施設基準条例の虐待

等を禁止する条項を準用していたため、虐待等

を禁止する内容に変更はありません。 

最後に、施行日は、公布の日としております。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、 

御質疑、御意見等はありませんか。 

福崎委員 こういう行為をしてはいけませんと

決まったんですけど、じゃ、行為をしているこ

とに対する防止ですね。 

例えば、園の運営者とかに対して、こういう

ことが禁止されているけど、それを防ぐために

はどうしたらいいかとか、そういうことに対す

る予防ですね。こどもが害を受けたときにはも

う遅いんですよ。禁止しているけど、本当にそ

ういうふうに実際になるかといったらなかなか

なりづらい、現場でもやっぱり起きていること

が多いと思うんですよ。それを起こさないため

にどうするべきかというところも必要じゃない

かと思うんですよ。 

そこら辺はどうなっているのか、ちょっと教

えてもらっていいですか。法が変わったことに

よってどうなるのかを教えてほしいんです。 

柳井福祉保健部審議監 虐待の禁止そのものは

従前から規定としてあって、今回は、近年なん

かは全国的にいろんな保育現場での虐待の対応

の強化をする観点から、前回では保育所、今回

は認定こども園について対応が新たになったも

のであります。 

 防止策については、それぞれこれまでも各施

設の職員に対する研修などを行っているところ

であります。 

福崎委員 しかし、それでも減らない現状があ

るんじゃないですかね。虐待されているこども

さんがよくニュースとかで報道されたりします

けど、昔からそういうふうにしているんだった

ら、減っていくべきと、こどもが守られていく

べきじゃないかと思うんですが、現実そういう

状況じゃなくて、反対に園が一体となってそう

いうことを隠したり、園長自体がそういうこと

をしたりしているところがあったりするので、

よくニュースであったり聞きますけど。 

じゃ、もう少し僕は強化するべきじゃないか

と思うんですが、そこら辺、県として、こうい

うふうに変わったことによって、さらにこども

たちへの虐待を減らしていくために何か考えて

いることがあるのなら教えていただきたいです。 

柳井福祉保健部審議監 これまでも虐待の実情

については年１回の公表を行っており、公表す

ることによって、どういった事案があったかと

いったようなことを周知することで、各施設に

おいてそれぞれ研修の現場でいかしていただく

といったようなこと、また人材の育成といった

ようなことにいかしてもらっているところであ

ります。こういった努力によって防止し、減ら
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していくしかないのかなと考えているところで

あります。 

首藤福祉保健部長 ちょっと補足させていただ

きます。特に今回の法令改正の背景として、保

育園等でのわいせつ事案が特に増えていると。

事件、虐待等が増えている中でも、特にそうい

う性的な犯罪行為が増えていることで、こうい

う規定が追加されている面がございます。 

 国においては、わいせつあるいは性犯罪をし

た人を採用しないように、事前にその履歴を確

認できるシステムが導入される予定になってい

ますので、そういったものを活用しながら、そ

ういった方を最初から採用しないように予防対

策は取られる予定。また、県においては、こう

いう趣旨をしっかり各経営者、運営者に対する

研修等で徹底していくことだと思います。 

猿渡委員 今の関連になるかと思うんですけれ

ども、私、思いますのは、やはり配置基準が七

十数年ぶりとかで改定されたんですけれども、

それでも、１歳児、５対１とかですね。５人の

１歳のこどもさんに対して保育士１人。１人で

見るのではなくて、１０人を２人で見たりとか

するわけですけれども、現場はそれでも足りな

くて、さらにサポート体制を作ったりしている

し、本会議でも、サポートのスタッフの方が増

えていっているというお話もありましたけれど

も、配置基準をやはりもっと充実していく必要

があると思っています。 

 今、発達障がいを持っているこどもさんが増

えていますね。保育園の乳幼児の場合は、まだ

それが分からないんですよね。小学生とか中学

生とかになると、この子は発達障がいだとか障

がいを持っていることで、手厚い体制になった

り支援学校に行ったりするけれども、保育園の

段階、ゼロ、１、２、３歳とかの段階では、こ

の子は手がかかるなと、ちょっと言葉が遅いな

とかという子はたくさんいるんだけれども、ま

だ障がいを持っているかどうかって分かってい

なくて、健常児と同じ体制で見るわけですよね。

だから、障がいを持っているこどもさんが増え

ている中で、それは現場の先生たちはすごく実

感していらっしゃるわけですね。 

ですから、それを前提とした、発達障がいを

持っているこどもさんがいることを前提とした

体制に、配置基準にしていかなければならない

と思うんです。 

 なので、やはり全国的に声が上がって、保育

士を増やしてくれという声の中で、長年の要望

で少し改善されたんですけれども、さらなる改

善が必要だと思いますし、保育士確保について

も、私も保育士ですけど、持ち帰り仕事がもの

すごく負担だったんですね。保育計画を作った

り記録を書いたりが昼間職場でできずに、持ち

帰りでやっていましたし、作り物も多かったり

すると思うんですね。 

だから、その辺の持ち帰り仕事をなくしてい

くような方向で、いろんなＩＴ化とかされてい

るかと思うんだけれども、さらにそういう方向

で努力いただいて、保育士を確保していけるよ

うにすることが必要じゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

首藤福祉保健部長 保育所の人材確保の点は、

もっと増やしていくべきというお話を現場から

もいただいております。一方で、まだまだ不足

していて、特に中都市部、未入所児童がいると

ころもあって、増やすのに苦労している部分も

あるので、基準を一概に上げればいいかという

と、その基準を満たすことすら難しくなって、

支障が出てくることもありますので、本当に確

保できるかどうかを見極めながら、基準そのも

のを引き上げていく、より密にしていくところ

が大事なのかなと思いながらも、まずは人材確

保をしっかりやっていくということです。 

 特に、働き方改革のモデル園なんかもこの数

年間創ってきていまして、例えば持ち帰り仕事

みたいな、作っていかないといけない工作物と

かを外注して、職員の負担を減らすような取組

をやっているようなところもありますので、い

ろんな働きやすい、持ち帰り仕事を減らすため

の取組は、徐々にではありますけど、広がって

いると認識しています。 

柳井福祉保健部審議監 発達障がいの件につい

ても御発言がありましたけれども、現在、大分

県では５歳児健診では、県独自の制度として専
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門医を派遣する制度を持っているところであり

ます。また、５歳児健診については国も今後強

化していくといったようなこともありますので、

県としても引き続きしっかりと対応してまいり

たいと思っております。 

荻障害福祉課長 加えまして、なかなか３歳児

では見つかりにくいというお話もありましたけ

ど、何とか見つけようと努力をしておりまして、

一つの事業として、保育所等訪問事業というの

を国でやっております。発達障がいに詳しい方

が保育所等を回ってアドバイスをしていくとい

う事業をやっておりまして、保育所の方もそう

いった早期発見のところではどんどん理解が進

んでいるところですので、もう少し長い目で見

ていただければと思います。 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより、

採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１１１号議案児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部改正

について、執行部の説明を求めます。 

三重野こども・家庭支援課長 こども・家庭支

援課の三重野です。５ページを御覧ください。 

第１１１号議案児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例等の一部改正につい

て御説明いたします。 

１の改正条例ですが、①から④の４本の条例

であり、児童福祉法等に基づき、児童福祉施設

や指定通所支援事業、指定障害児入所施設、一

時保護施設の設備及び運営基準等を定めたもの

です。 

２の改正内容ですが、改正理由は二つです。 

まず、一つ目ですが、児童養護施設の長など

の任用資格に、こども家庭ソーシャルワーカー

が追加されたことによるものです。 

改正対象条例は①及び④になります。 

（１）省令改正の内容ですが、今回、内閣府

令の改正によりまして、児童の健全育成の観点

から高い専門性が求められます児童養護施設の

長や児童指導員などの任用資格に、こども家庭

ソーシャルワーカーの資格を有する者が追加さ

れました。 

こども家庭ソーシャルワーカーとは、令和４

年改正児童福祉法において新設された、虐待を

受けた児童や養育困難を抱えた家庭に対する専

門的な支援を行う資格者です。 

このことから、（２）条例改正の内容のとお

り、右の吹き出しにある９職種について、任用

資格にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を

有する者を追加するものです。 

次の６ページを御覧ください。 

二つ目の改正理由は児童福祉施設等における

代用可能な健康診断の追加です。改正対象条例

は①、②及び③です。 

①省令改正の内容ですが、児童養護施設等は、

入所者に対して、入所時に加え、年２回の定期

健康診断等を実施していますが、児童相談所や

学校など別の機関が行った健康診断の結果を把

握できる場合は、施設での健診を省略すること

ができます。今回の内閣府令改正で、代用でき

る健康診断等に、母子保健法の１歳６か月児健

診や３歳児健診等の健康診査が加わりました。 

このため、（２）条例改正の内容のとおり、

健康診断の規定に、これらの健康診査を追加す

るものです。 

３施行日は、任用資格の追加については、内

閣府令と同じく令和８年３月１日、健康診断の

追加については、公布の日としています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別に質疑もないようなので、これ

より、採決に入ります。 
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本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

続いて、請願１４物価上昇に見合う年金引上

げを求める意見書の提出について、執行部の説

明を求めます。 

川邉保護・監査指導室長 保護・監査指導室の

川邉です。７ページをお願いします。 

請願１４物価上昇に見合う年金引上げを求め

る意見書の提出について御説明いたします。 

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動

率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなって

います。物価変動率が名目手取り賃金変動率を

上回る場合は、支え手である現役世代の方々の

負担能力に応じた給付とする観点から、名目手

取り賃金変動率を用いて改定することが法律で

定められています。 

このため、令和７年度の年金改定は、名目手

取り賃金変動率の２．３％を用いて改定します

が、マクロ経済スライドにより、マイナス０．

４％の調整が行われ、改定率は１．９％となり

ました。 

なお、国は、マクロ経済スライドによる調整

を計画的に実施することは、将来世代の年金の

給付水準を確保することにつながると説明して

います。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、 

御質疑、御意見等はありませんか。 

猿渡委員 意見です。今言ったマクロ経済スラ

イドで、やはり年金は大変目減りしておりまし

て、物価はどんどん高くなっている中で、やは

り私たち、町なかでも、年金だけでは生活でき

ないと、非常に生活が苦しい、厳しいという声

を、全然知らない方からも声をかけられたりす

るぐらいの状況です。 

 年金生活者が高齢化社会の中で増えていくわ

けですけれども、年金だけで暮らせないので、

大変高齢の方が猛暑の暑い時期とかでも外で働

いていたりする姿もよく見かけるわけですね。

年金が目減りしているということは、地域経済

にも大きな影響を与えることになりますので、

是非これは採択いただきたい、賛成いただきた

いと思います。 

 年金は、厚生年金も国民年金も令和６年度で

３兆円を超す黒字で、年金積立金は非常にたま

ってきていまして、二つの年金を合計して１２

８兆３，９９３億円たまっているんですよね。

だから、一定の積立金は必要だと思いますけれ

ども、やっぱり積み立て過ぎであって、やはり

積立金の一部を活用して、暮らせる年金に引き

上げることが必要だと思っておりますので、是

非採択、賛成をよろしくお願いいたします。 

首藤副委員長 今、積立ての額の話が出ました

けれども、基本的に年金制度は世代間の相互扶

助なので、若い世代の方々が要するに高齢者の

ためにお支払いいただいているんですけど、現

状、今後も少子、あるいは受け取れる年金額が

少なくなるのはもう現実的にあることで、若い

方たちの負担を上げる話にもなろうかと思いま

すので、そのあたりは年金制度の趣旨にのっと

って運営をすることでよろしいんじゃないでし

ょうか。 

嶋委員 今説明のあったスライド調整ですが、

これは言うまでもありません、年金制度を将来

にわたって持続させていくものであります。ス

ライド調整によって現在のような状況になって

おりますが、今大事なことは物価の安定回復だ

と思っておりますので、国にはしっかりその物

価の安定回復に向けて取り組んでいただきたい

と思っています。 

吉村委員 私も意見でありますが、今、嶋委員

もおっしゃいましたように、スライドを取り入

れることで、将来にわたって安定的な年金が確

保できるという部分は非常に大事だなと。若い

世代の代表として言えば、私たちの同世代でも、

もう将来年金はないやろうと、もらえんやろう

という思いを非常に強く持っておりまして、そ

もそも、もらえんのやったら払わんよという御

意見も多く耳にいたします。そういったことを

考えると、やはりこれから１００年も２００年

もしっかり年金が続いていけるように、安定的
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な運用をしていくのは大事だと思いますし、あ

る意味、請願の中に文言が入っておりますが、

今、社会保険の部分も国で見直し、改革が必要

だということもありますので、年金の引上げを

求めること以上に、年金を安定的に運用してい

く、さらには社会保障の部分をどう改革してい

くのか、こういった部分を注視していくべきで

はないかなと考えております。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより、

本請願の取扱いについて、協議します。 

いかがいたしましょうか。（「採択いただき

たい」と言う者あり） 

福崎委員 もう少し慎重に審議するべきことか

と思うので継続でお願いしたい。 

今吉委員長 その他に皆さんからありませんか。 

（「採決しましょう」と言う者あり） 

今吉委員長 それでは、御意見が分かれている

ので、まず、継続審査についてお諮りします。

請願１４については、継続審査とすべきものと

決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 賛成少数であります。よって、請

願１４については、継続審査とせず、採択につ

いて諮ることとなります。 

 それでは、採択についてお諮りします。請願

１４については、採択すべきものと決すること

に御異議はありますか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決いたします。請願１４については、採択

すべきものと決することについて、賛成の方は

挙手願います。 

  〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 賛成少数であります。よって、請

願１４については、不採択すべきものと決定い

たしました。 

 続いて、請願１５ＯＴＣ類似薬の保険適用除

外を行わないことを求める意見書の提出につい

て、執行部の説明を求めます。 

荒金薬務室長 ８ページを御覧ください。 

請願１５ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わ

ないことを求める意見書の提出について御説明

します。 

ＯＴＣ類似薬の保険適用の在り方については、

国の社会保障審議会医療保険部会において、有

識者や患者団体の意見を伺いながら、検討され

ています。 

１１月２７日に開催された医療保険部会では、

ＯＴＣ類似薬そのものを保険給付の対象外とは

しない前提で、患者の状況や負担に配慮した別

途の負担を求めることが議論されましたが、現

時点では、具体的な方針は決まっていません。 

制度設計にあたっては、対象となるＯＴＣ類

似薬の範囲や、配慮が必要な方の範囲などにつ

いて、丁寧に検討していくとされています。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、 

御質疑、御意見等はありませんか。 

猿渡委員 意見です。ＯＴＣ類似薬そのものを

保険適用から除外することについては、何十倍

にも負担が増えるという声が相次いで、それ自

体は見直そうという方向なんですけれども、選

定療養の仕組み、今は先発医薬品の部分で取り

入れられているんですけれども、選定療養の部

分の対象を広げていこうという動きですよね。

今は、その割合を４分の１程度で考えているよ

うですが、その後引き上げていくことが予想さ

れているわけですね。 

ここにありますように、今後について引き上

げていくときには、法改正が必要ないと、国会

に諮らずに厚生労働大臣の告示だけで負担を引

き上げることができるようになってしまう。で

すから、国民が知らない間に、国会にも諮らな

いままに負担が増えていくことが危惧されてい

ます。 

やはり私は、国民皆保険制度をしっかり守っ

ていくべきだと思います。厚労省は、介護保険

制度、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療

により確保すると掲げていますし、混合診療を
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一部解禁した平成１６年の厚労省と規制改革担

当相の基本合意にも同じような文言が明記され

ているわけですね。だから、国民皆保険制度を

壊してしまうものだし、基本合意、大臣合意に

も反することだと思いますので、保険適用除外

を行わないことは大変大事な中身ですので、賛

同いただきたいと、採択いただきたいと思いま

す。 

吉村委員 １点、執行部にお伺いをしたいんで

すが、当然、国では議論を重ねられている最中

だと理解をしております。その中で、薬の値段、

薬を買う方の負担が増えるんじゃないかという

懸念があるのも重々理解をしております。そう

いったものも含めて、社会保障改革を進めてい

く上で必要なことだという議論もあるのかなと。

現役世代の負担を少しでも軽くしながら、さき

ほど保険制度のお話がありましたが、そういっ

た保険制度も継続させていくために必要な部分

もあると認識をしております。 

 そういった意味で、患者さんへの負担の軽減

であるとか、継続してずっと薬を使っていかな

ければならない方へのフォローアップとかが今

国でどう検討されているのか、もし分かる部分

がありましたらお伺いしたいです。 

荒金薬務室長 国民皆保険制度の継続と、ただ

個人負担が増えてしまうところの非常にセンシ

ティブな内容の議論が今、国でなされているか

と思うんですけれども、全国知事会の方でも過

度な負担がそういう治療をされている方にかか

らないように、ただ、社会全体が丁寧に納得す

る内容の改革を行うようにという提言がなされ

ております。 

吉村委員 ありがとうございます。 

 そういった議論も２７日に行われた部会の中

でも触れられていくのかなと思うんですが、そ

ういった部分はどうでしょうか。 

荒金薬務室長 国の審議会でというところです

かね。その辺のところの意見交換を十分してい

るところなんですけど、まだはっきりとしたビ

ジョンはこれからというところでございます。 

高橋委員 ＯＴＣ類似薬が保険適用外になった

場合に心配されることは、ここにも書いてある

とおりです。一方で、やっぱり若い世代の保険

料負担軽減という部分もあって。私もそういう

薬を服用していますけど、かなり長期間服用し

なきゃいけない。保険適用外となると、今後や

っぱり経済的にかなりの負担がかかってくる。

かといって、もう薬をやめるかというわけにも

いかない中で、この問題は非常に健康面にも関

わってくる重要な課題だと思います。 

 ＯＴＣ類似薬にどういうものが該当するのか

も含めて、もう少し、保険適用外になったとき

のメリット、デメリットについて、調査研究を

したい、時間をいただきたいと思うので、今回

については継続審査でお願いしたいと思ってお

ります。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

守永委員外議員 一つお尋ねしたいんですけど

も、ＯＴＣ類似薬が適用除外になった場合に、

例えば、お薬手帳に何らかの服用履歴が残るの

かどうか。残らないとすれば、ほかの薬と飲み

合わせたときに問題になる事例が考えられない

のか、そういった課題は国の方で何か考えてい

るかどうか分かりますか。 

荒金薬務室長 お薬手帳は、ＯＴＣ類似薬にな

った場合は、通常は、今の体制では特段本人が

記入しない限り残らないんですけれども、ただ、

医師が判断して、これはもう保険適用外なので

ＯＴＣ類似薬ですよとなれば、何かしらの履歴

は残る制度になるのではないかというところな

んですけれども、具体的にそこがこの委員会の

中で議論されているかは、今把握しておりませ

ん。 

守永委員外議員 ありがとうございます。 

 そういう部分、ちょっと気になっているんで

すよね。そういった部分をもう少し詳細にしな

いと、この請願そのものを採択するべきかどう

かも分からないと思うんですが。 

嶋委員 この問題は大変大事な問題でございま

すが、ＯＴＣ類似薬の定義も曖昧なままですし、

国においてしっかり議論をするということなの
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で、見守っていくことがいいのかなと思います。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより、

本請願の取扱いについて、協議します。（「採

択いただきたい」と言う者あり） 

 それでは、さきほど継続審査すべきとの意見

がありましたので、まず、継続審査についてお

諮りします。 

 請願１５について、継続審査とすべきものと

決することに御異議はありますか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決します。請願１５については、継続審査

とすべきものと決することに賛成の方は挙手願

います。 

  〔賛成委員挙手〕 

今吉委員長 挙手多数であります。よって、請

願１５については、継続審査とすべきものと決

定いたしました。 

 以上で付託案件の審査は終わりました。 

次に、執行部より報告したい旨の申出があり

ましたので、これを許します。それでは、報告

をお願いします。 

首藤福祉保健部長 資料の９ページを御覧くだ

さい。福祉保健部の大分市佐賀関大規模火災に

係る被災者支援状況についてでございます。 

まず、１発災後からこれまでの支援について

です。 

（１）災害救助法の適用については、発災直

後から内閣府と協議し、直ちに適用を決定しま

した。これにより、大分市が実施します避難所

の設置や炊き出し、医療・福祉サービスの提供

などに要する経費は、国と県が負担することと

なりました。 

また（２）国への緊急要望については、１１

月２７日に高市総理や赤間防災担当大臣等に対

し、インフルエンザの拡大防止のため、避難者

へタミフルを予防的に投与する経費を災害救助

法の対象として認めてもらうことなどを要望し、

前向きな回答をいただきました。要望活動には、

嶋委員にも議長として御対応いただきました。

ありがとうございました。 

（３）備蓄物資の提供でございます。避難所

の環境整備として県で備蓄をしていた毛布、段

ボールベッド、パーティション、アルミマット

を提供しました。 

（４）避難所への支援機関の派遣についてで

す。①から⑨までの専門職のチームが支援して

きたところです。 

①の災害派遣医療チーム（ＤМＡＴ）につい

ては、発災直後の１１月１８日の夜から１９日

の未明にかけて、医療処置が必要な避難者への

対応のために派遣しております。その後は、医

師会の御協力をいただき、②の医療救護班（Ｊ

МＡＴ）を派遣しております。 

③の災害支援ナースについては、県看護協会

と連携して、感染管理認定看護師の資格を持つ

看護師を派遣し、インフルエンザ対策への助言、

指導を行うとともに、夜間も避難所に詰めて体

調不良者への対応を行っていただきました。 

④の保健師については、市の保健所に県の保

健師を派遣し、保健活動の助言等を行ったほか、

市の保健師と一緒に被災した近隣住民を戸別に

訪問し、健康サポートを実施いたしました。 

⑤の災害支援薬剤師については、県薬剤師会

と連携して、モバイルファーマシーという移動

薬局の自動車を派遣し、服薬相談や医薬品の提

供を行いました。 

次に、⑥リハビリ支援チーム（ＪＲＡＴ）は、

理学療法士、作業療法士などで構成されたチー

ムを派遣し、生活不活発病やフレイル予防等に

向けた避難所の環境整備や集団体操を実施して

います。 

⑦臨床検査技師会は、医師の指示により、エ

コノミークラス症候群のエコー検査を実施。 

⑧災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）は、県歯

科医師会と連携して、歯科医師や歯科衛生士の

チームが、誤嚥性肺炎予防のための歯科保健指

導を行っています。 

⑨災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）について

は、県社協等と連携し、介護福祉士等の福祉の

専門職を派遣し、福祉的な支援ニーズへの相談

対応などを実施しているところです。 
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昨日時点で、延べ１１１チーム３８５人を派

遣しており、引き続き、現地のニーズに応じた

支援を継続してまいります。 

２の生活再建に向けた支援については、県、

大分市、日赤、共同募金による義援金を受け付

けております。このうち、県の義援金について

は、表のとおり、昨日１２月７日時点で６，１

９７万円余りの御支援をいただいています。今

後、大分市を通じて被災者にお届けすることに

なります。 

引き続き、被災者への支援に尽力してまいり

ますので御協力をお願いします。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

ただいまの報告について、委員の皆様から、 

御質疑、御意見等はありませんか。 

福崎委員 教えていただきたいんですが、いろ

んな災害派遣チームが派遣されているんですけ

ど、派遣チームをもう派遣しないと判断する基

準みたいなのが、もうすでに派遣をやめている

チームもあったりするし、ずっと必要であるチ

ームもあるのかなと思うんですけど、そこら辺

の基準があれば教えていただきたい。 

首藤福祉保健部長 それぞれの派遣はすべて現

地の市のニーズに応じて派遣をしています。そ

こで必要な支援を投入する。そして、その各チ

ームが活動する中で、もう一定程度ニーズが詰

まってきて、もうこれ以上派遣する必要ありま

せんとなった場合に先方とこちらとの話し合い

の上で引き上げるということで、それぞれのチ

ームが活動する中で、最終的には県と市でそう

いう判断をしているということになります。 

嶋委員 被災者の健康管理に関する支援、大変

ありがたいことでございますが、２の生活再建

に向けた支援に災害義援金が書かれていますが、

被災者生活再建支援法を国にはいち早く適用を

決定していただきましたが、これは福祉保健部

は関係ないですか。 

首藤福祉保健部長 被災者生活再建支援法の所

管は生活環境部になります。福祉保健部が所管

しているものはこの資料に全て書いております。

（「はい、ありがとうございます」と言う者あ

り） 

今吉委員長 この佐賀関の大規模火災は後ほど

の生活環境部の審査でも防災局からの説明があ

りますので。（「はい」と言う者あり） 

 ほかにありませんか。 

吉村委員 様々御対応ありがとうございます。

私も昨日、避難所も含めて行かせていただきま

した。ありがとうございました。現地でもＪＭ

ＡＴ、ＪＲＡＴ、ＤＭＡＴの方々とお話もさせ

ていただきました。被災者の方も非常に元気付

けられているなと感じましたし、大分大学の学

生もいらっしゃっておりました。そういった中

で、長い期間で支援をされている方のメンタル

的な部分のケアも是非判断をいただきながら、

これからも御支援いただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

今吉委員長 私も現場に行ってみたんですけど、

すごい斜面なんですね。復旧はかなり大変だと

思いますが、いろんな知恵を絞ってください。 

 委員外議員の方は、御質疑等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで質疑を終

わります。 

予定している案件は以上ですが、この際、何

かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないのでこれをもって福祉保

健部関係を終わります。執行部はお疲れ様でし

た。 

ここで、暫時休憩します。 

午後２時００分休憩 

―――――――――― 

午後２時０４分再開 

今吉委員長 これより、生活環境部関係の審査

に入ります。 

また、本日は、委員外議員として木田議員、

守永議員に出席いただいております。 

まず、審査に先立ち、先般、新たに就任され

ました岩屋危機管理室長から御挨拶があります。 

〔岩屋危機管理室長挨拶〕 

今吉委員長 ありがとうございました。 

それでは、最初に合い議案件の審査を行いま

す。 



- 12 - 

総務企画委員会から合い議のありました第１

０５号議案職員等の旅費に関する条例等の一部

改正についてのうち、本委員会関係部分につい

て執行部の説明を求めます。 

若松環境保全課長 資料２ページを御覧くださ

い。 

第１０５号議案職員等の旅費に関する条例等

の一部改正のうち、生活環境部関係の大分県公

害紛争処理条例の一部改正について御説明しま

す。 

１の条例改正の背景にありますとおり、社会

情勢の変化や国費の適正な支出等を図るため、

国では国家公務員等の旅費に関する法律の改正

がされました。これに伴い、県においても宿泊

料金の高騰や旅行実態に合わせた旅費の支給等

を行う必要があることから、条例を改正するこ

とになりました。 

２の改正内容の主なものとしては、名称変更

や宿泊費の実費支給への改正、包括宿泊費とし

て、いわゆるパック旅行費用の支給の新設など

となっています。 

３公害紛争処理条例の改正にありますように、

本条例では、公害紛争処理に必要な事項を定め

ています。今回の改正においては、調停等委員

会が意見の聴取を行う参考人や鑑定人に対して

支給する旅費等に係る条文について、職員等の

旅費に関する条例に合わせる改正を行います。 

４施行日ですが、職員等の旅費に関する条例

改正と同じ、令和８年４月１日としております。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないので、これより採決に入

ります。 

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと総務企画委員会に回答すること

に決定しました。 

以上で、合い議案件の審査を終わります。 

次に、付託案件の審査を行います。 

第１１２号議案食品衛生法に基づく営業施設

の基準を定める条例の一部改正について、執行

部の説明を求めます。 

宇都宮食品・生活衛生課長 資料３ページを御

覧ください。 

第１１２号議案食品衛生法に基づく営業施設

の基準を定める条例の一部改正について御説明

します。 

まず、１条例の概要を御覧ください。 

本条例は、食品衛生法施行規則に基づく営業

施設の基準を参酌して定めた条例でございます。 

次に、２条例改正の背景及び内容を御覧くだ

さい。背景としましては、近年のＩＣＴ技術の

進歩により、従業者等が常駐せず飲料の調理等

を自動で行うことができるようになり、省令が

改正されました。 

この省令改正を参酌し、中段内容の①のとお

り、これまで従業者が行っていた施設の状況把

握などを機器の機能で行える基準を新たに定め、

また、従業者が常駐しないことから、②のとお

り、手洗い設備や更衣場所、トイレなどを省略

できるように条例を改正したいと考えておりま

す。 

具体的には、右下に囲っている図のとおり、

従業者が常駐しないため、カメラによる常時監

視機能や温度センサーによる食品管理を行うこ

と等の施設要件を追加したいと考えております。 

想定される形態としましては、現在コンビニ

エンスストア等のカウンターに設置されている

豆から挽くコーヒー等を無人で販売するケース

です。 

施行日につきましては、改正省令の施行日に

合わせまして、令和８年４月１日としたいと考

えております。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、
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御質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないので、これより採決に入

ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

続いて、第１１３号議案公の施設の指定管理

者の指定について、執行部の説明を求めます。 

宇都宮食品・生活衛生課長 資料４ページを御

覧ください。 

第１１３号議案公の施設の指定管理者の指定

について御説明します。 

先の第２回定例会の常任委員会において御報

告しましたが、生活環境部が所管する公の施設、

おおいた動物愛護センターのドッグラン及び多

目的広場が今年度末をもって指定期間の満了を

迎えることとなります。この度、本施設の指定

管理候補者を選定いたしましたので、地方自治

法の規定に基づき、指定の承認をお願いするも

のです。 

指定管理者の指定にあたっては、１指定管理

候補者選定の経過にありますように、指定管理

候補者選定委員会を設置し、申請団体に対する

ヒアリング等が行われ、２審査基準により、慎

重かつ厳正に審査が実施されました。 

なお、３第２回行財政改革推進委員会での議

論についてにありますように、本施設は、利用

料収入等による独立採算方式を設置当初から採

用しており、県から委託料の支払はしておりま

せん。また、利用規則で休業日として規定され

ている月曜日と年末年始以外はオープンしてお

り、利用の少ない平日や夏季の酷暑の時間帯も

開設しています。そのため、行革委員会におい

て、現在の運営方法では事業の採算性が極めて

低く、事業継続が困難となるおそれがあり、利

用料金や運営方法の見直しを検討する必要があ

ると議論されたところです。 

４指定管理候補者及び選定委員会における評

価等に記載していますが、株式会社そらまめ１

者から申請がありました。 

右側、選定委員会における評価を御覧くださ

い。申請者は長年にわたり県の動物愛護行政に

協力し、動物愛護ボランティアや動物病院との

つながりも有していることから、設置目的に沿

った管理運営が可能である点が評価されました。

また、行革委員会の議論でもあったように、利

用実態に応じて営業日や営業時間を柔軟に設定

することで人件費の削減を図るほか、飲食業で

の経験を活かした自主事業の展開やサービス向

上の取組を積極的に計画し、利用者の確保を目

指しています。 

これらのことから、株式会社そらまめを指定

管理者として指定いたします。 

なお、補足に記載しておりますが、来年第１

回定例会に利用料金の見直しにかかる条例改正

案を提出したいと考えております。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

福崎委員 ちょっとお尋ねなんですが、おおい

た動物愛護センターは、大分市と共同設置、共

同運営だったと思うんですが、指定管理につい

ては県が行う。大分市は指定管理とかそういう

部分はないのかどうか。大分市のことなのでち

ょっと分からないかもしれませんが、分かる範

囲で教えていただけたらと思います。 

宇都宮食品・生活衛生課長 おおいた動物愛護

センターの共同設置ですけれども、ドッグラン

については県が管理運営している施設になりま

す。 

福崎委員 県としては、ドッグランと多目的広

場だけが県の指定管理の対象になるということ

でいいんですか。 

宇都宮食品・生活衛生課長 はい、そうです。 

福崎委員 ありがとうございます。すみません。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ
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りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、これより、

採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

今吉委員長 以上で、付託案件の審査を終わり

ます。 

次に、執行部より報告したい旨の申出があり

ましたので、これを許します。 

まず、①の報告をお願いします。 

藤川防災局長 資料５ページを御覧ください。 

大分市佐賀関の大規模火災について御説明し

ます。 

この火災については一部、一般質問でも議論

をさせていただきましたし、委員の皆様の中に

は、もう既に現地に入られて、よく御存じの方

もいらっしゃるかもしれませんが、当委員会で

改めて私の方から説明させていただきます。 

１火災の概要ですが、１１月１８日の夕方に

発生した火災は、折からの強風により約１．４

キロメートル離れた蔦島まで延焼し、先週４日

に離島部分を含む全域の鎮火宣言が大分市から

出されたところです。 

２被害状況ですが、住宅地を含む約４．９ヘ

クタールを炎損し、死者１名のほか建物被害が

１８７棟で、被災世帯数は約１３０世帯となっ

ています。 

３避難者の状況にありますように、本日７時

時点で佐賀関市民センターに５４世帯７６人の

方が避難されています。 

続いて、４主な対応についてです。自衛隊の

災害派遣要請については、発災当日の夜から自

衛隊と調整に入り、翌１９日の朝から大型ヘリ

等で１１３回に及ぶ空中消火を行っていただき

ました。消火に関してちょっと申し上げますと、

本県の防災ヘリも当然出ておりまして、延べ１

４６回の空中消火を行っています。それに加え

て、熊本県や福岡市の防災ヘリにも応援を要請

し、また、ドローンによる熱源調査も駆使しな

がら、最終的な鎮火にこぎ着けたところであり

ます。 

災害救助法については、発災当日の深夜から

内閣府と協議を進め、翌１９日の明け方には適

用を決定し、避難所の設置経費等を国と県で費

用負担するなど、大分市の被災者支援を後押し

しています。 

加えて、被災者の生活再建のために、火災で

は国内４例目となる被災者生活再建支援法の適

用を行うとともに、知事から高市総理ほか関係

省庁に要望を行い、倒壊家屋の公費解体等が決

まったところです。 

今後は、１１月２８日に設置した大分県佐賀

関被災者生活再建支援本部において、大分市や

国と協調しながら、被災者の生活再建や復旧・

復興に取り組んでいきます。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

ただいまの報告について、委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

御手洗委員 １．４キロメートル先の蔦島が延

焼している。山火事で２００メートルほど飛ぶ

ことはあるが、１．４キロメートルどうやって

火が飛んだのか分析はされているんですか。 

藤川防災局長 分析というのがですね、まずこ

の火災が自然災害に認められるかどうかが非常

に重要です。過去の大きな災害の時に、強風が

吹いたかどうかが一つの論点でした。気象庁に

どれぐらいの風速を吹いていたのか確認したと

ころ、あそこに観測所が設けられていないので

分かりませんという答えで。それでいろいろ調

べたところ、消防庁が研究した結果がありまし

て、例えば、風速５メートルから７．５メート

ル吹いていた時が飛び火が４００ｍ、あと７．

５メートルから１０メートルの風が吹いていた

時に、飛び火の距離が６００メートル。１０か

ら１５メートル吹いていた時に１，１００メー

トル。１５メートル以上吹いていた時に２，２

００メートルといった消防庁の研究結果があり

まして、こういうところから、そういった自然

災害に該当するだろうということで、国にも強

く働きかけ、県議会の皆様からもいろいろと働
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きかけをいただきましたが、そういうことで認

められたと思っております。ですので、分析と

いうほどではないんですが、１５メートル以上

の風が吹いて、蔦島まで飛んだと考えていると

ころです。 

御手洗委員 ちょっと常識では考えにくい感じ

ですけれども、やはり海の近くの風ですから、

かなり強かったんではないかなと。発表されて

いる風速よりも強かったんじゃないかなと思う

んですけども。１．４キロメートルですよ。 

藤川防災局長 さきほど言いましたように、２，

２００メートルの飛び火が飛んでいると１５メ

ートル以上の風が吹いていただろうということ

なので、かなり強かったのと、あと、住宅街の

中でもここは助かっているけど、すぐ隣は燃え

ているみたいなところがあって、風が舞ってた

部分もあるんじゃないかと現地の大分市の消防

の方が説明をしているところです。 

高橋委員 大変多くの方が被災されて、今後、

自宅の再建も含めた復旧・復興も大事だと思う

んですが、まず当面の生活再建ということで、

一次避難所が市民センター、多分これから二次

避難所という形でホテルや市・県の住宅とかを

活用しながらということになると思うんですけ

れども、今現段階で、大分市と連携しながら、

そこら辺の見通しとか、そういうものはどうい

うふうになっているのか、何か情報がございま

すか。 

山口防災対策企画課長 大分市とも、その辺は

話をさせていただいておりまして、地元の方々

からいろんな声が今あっており、早く戻りたい

という声もあれば、一緒に生活できる方法でっ

ていう話もいろいろお聞きをしているところで

す。どういう再建をしたらいいのかというとこ

ろでは、今、大分市と話をさせていただいてい

るところです。で、市営住宅の話、今日昼のニ

ュースでも流れていましたが、１２日から鍵の

受け渡しがスタートするとお聞きをしていると

ころです。 

高橋委員 よろしくお願いします。臼杵市も昨

年、八町大路で大火がありまして、残念ながら、

まだ次どういうふうに再建、復旧・復興するか

決まっていない。まだ更地なんですよね。全く

同じような形では家は再建できない。あそこも

家が詰んでいて、消防が入れずに燃え広がった

というのがあるので、当然そういう防火を考え

た次のまちづくりを考えなきゃいけない。佐賀

関も高齢者も多いし、その土地にもう１回住み

たいという人もいれば、全く以前と同じような

形にはやっぱりできないだろうと思うので、今

後の再建、復旧・復興に向けて、県も大分市と

十分協議しながら被災者の方の御意向がなるべ

くいかせる方向で手を貸していただければと思

います。 

嶋委員 被災者生活再建支援法、国には迅速に

適用を決定していただきました。大変ありがた

いことであります。適用の決定から２週間経っ

ていますけども、ここに書かれているように、

被害を受けた世代に最大３００万円。まずは基

礎支援金ということで１００万円支給されると

思いますが、現段階でどのような手続が進んで

いますか。 

山口防災対策企画課長 被災者生活再建支援法

を適用いただきまして、今、お話のあったとお

り、最大３００万円、全壊の方には基礎支援金

として１００万円が支給されることになってい

ます。先週末から申請手続がスタートしていま

して、昨日までに５３件の申請がなされている

ところです。今回この５３件を出された方だけ

でも、何とか年内に支払ができないかと今、国

に要請をしているところです。昨日まで申請が

あった分だけでも何とかということで、今お願

いをしているところでございます。 

嶋委員 できるだけ早く申請のあった方に支給

をしていただきたいと思います。 

家を建て替える方については、加算支援金で

プラス２００万円ということですが、これなか

なか現状ではまだだと思いますが、想像するに

なかなかそこで家を建て替えようという人もい

ないのかなと。大事なことは、被災地の復興の

まちづくりなので。被災者の皆さんに寄り添っ

たまちづくりというのは生活環境部じゃないん

ですかね。所管は。 

藤川防災局長 まちづくりとなると、土木建築
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部が中心になります。区画整理の対象になるか

どうかも含めて土木建築部が大分市と、国交省

九州地方整備局の中に佐賀関の支援チームを作

ってますので、もう既にそこと協議をはじめて

いまして、どういった絵を描いていくかは、恐

らく３者で協力しながらやっていくんですけど、

まずは大分市の意向が大切になりますけど、県

の部署としては、土木建築部が中心になってや

っていきます。 

嶋委員 しっかり寄り添ってください。あの加

算支援金については、まだ見通しが立たないで

すよね。 

山口防災対策企画課長 全くまだ見通しが立た

ないので、３７か月までとなっていますが、必

要に応じて延長等の手続をさせていただきたい

と思っております。 

嶋委員 ただ、３００万円をもらってもなかな

か家を建て替えることはできないのでですね。

火災保険に入ってない方も結構いらっしゃると

いうことなので、繰り返し申しますが、いろい

ろと寄り添っていただきたいと思います。 

福崎委員 大分県佐賀関被災者生活再建支援本

部が１１月２８日に立ち上がって、知事が本部

長ということで。この支援本部は、誰に何をす

るんですか。被災者に直接できることをするの

か、それとも市町村に対してするのか。何をし

て、被災者の生活再建の支援を図っていくのか

が分かりづらいんですね。本部を立ち上げたが

何しよるのかなと思って。ちょっと申し訳ない

けど、私、知らないもんですから教えていただ

きたい。この本部が何をしてくれるのか、これ

がいつまでで、どう変わっていくのかが、もし

分かれば教えていただきたいです。 

山口防災対策企画課長 支援本部についてです

が、御指摘のとおり、被災者の方に直接何かを

するのは、基本的には基礎自治体がすることに

なりますので、大分市が中心となって活動、給

付をしたりする形が多いかと思います。申請手

続も含めてですが。県としては、国、県、市が

バラバラになって活動しないように、しっかり

スピード感を持って進めていきたい、また、お

話のあったとおり、どこまで、いつまでやらな

きゃいけないのかっていうところを見ながらし

っかり進めていく必要があると思いますので、

そういった進捗管理も含めて、この場で進めて

いきたいと考えております。 

福崎委員 ということは、定期的に本部が開か

れて、情報共有しながら、さっき言った支援金

についても、全戸にいつまでちゃんと申請して

いただくようにしていくとか、そういうことの

計画を立てて進めていくということでいいんで

すか。 

山口防災対策企画課長 その通りでございまし

て、しっかり大分市と県と情報共有をしながら、

いつまでにしなきゃいけないっていうところは、

しっかり確認をしながらやっていく必要がある

と考えております。 

福崎委員 じゃあ、佐賀関の支援は、基本的に

は基礎自治体である大分市がするんですが、県

が責任を持って、この復旧支援にあたってはや

っていただけるという受け止め方でよろしいん

でしょうか。 

山口防災対策企画課長 はい。県でできること

はしっかりやっていきたいと考えております。 

吉村委員 福崎委員とちょっと重なるかもしれ

ませんが、基本的に現在の家屋の、表現難しい

ですけども、焼けてしまった家屋の処理の部分

と、今、避難されている皆さんのまずの住まい、

この二つが大事かなと思っています。ここは土

木建築部になりますか。 

北村循環社会推進課長 家屋の処分ということ

でよろしいでしょうか。廃棄物の処理について

は、大分市が実施するんですけれども、処分業

者と委託契約をしまして、随時、公費解体に向

けて準備中と聞いております。 

藤川防災局長 住宅再建については、仮設住宅

の部分につきましては、災害救助法の公費対象

になりますので、それは所管している福祉保健

部であったり、あるいは住宅政策を所管してい

るのは土木建築部になりますので、その両部が

協力してやるというのと、そこから先のまちづ

くりの部分は土木建築部がかなり大きなウエー

トを占めるので、土木建築部を中心に検討して

いくようになると考えています。 
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吉村委員 解体に向けては、大分市だけではな

かなかあの規模は難しいかと思っております。

当然、基礎自治体がやるべき内容でありますし、

すでに仮置き場とかも、もうある程度選定をさ

れているので、あとは、１件１件しっかりと許

可とかですね、その被災された方の御意向を聞

きながら、市だけでは見れない部分を、是非県

がサポートをしっかりしていただきたいなと思

っております。 

また、今後の住むところに関しまして、当然、

土木建築部等がメインだと思いますが、２年間

経つとまた一旦出なきゃいけないとか、時間的

な壁も出てくるので、そういった部分もしっか

りと見ていただきたいなと思いますし、地域の

つながりの強い場所なので、同じところに住み

たいというお声が非常に強くございます。当然

もう皆さんの耳に入っていると思いますので、

制度の壁といったところを柔軟に配慮いただけ

ればと思いますので、しっかり県も関わってい

ただきたいと思います。 

猿渡委員 連日本当に大変お疲れ様です。土木

建築部との関係もあるかと思いますけれども、

仮設住宅のことです。焼けた地域の奥に、旧佐

賀関高校のグラウンドだった所に仮設住宅の建

設をという声がありますので、コミュニティの

維持のためにも、そういう声が届いているかと

思いますが、市との協議がどこまで行っている

か分かれば教えてください。 

山口防災対策企画課長 そのような声もお聞き

はしているところです。県としては対応ができ

るように、災害救助法をいち早く適用させてい

ただいて、建設するとなれば県と国で負担をし

て対応ができるような体制を整えているところ

です。あとはどうしても大分市の判断というの

が出てきますので、そちらを注視しているとこ

ろです。こちらからは必要な情報は提供させて

いただいて、選択肢の幅は広げさせていただい

ているところです。 

猿渡委員 はい、ありがとうございます。よろ

しくお願いします。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

木田委員外議員 被災者生活再建支援法の基礎

支援金が、年内支給を目指しているということ

ですが、平成２８年１２月２２日に発生した糸

魚川市大規模火災、国の基礎支援金が１００万

円ですが、新潟県は早々に、１週間後にはもう

１００万円プラスするということで、基礎支援

金を２００万円にして、年越しを迎える方々に

そういった思いを届けたんだろうなと思ってる

んですが、大分県は基礎支援金の加算について、

どのように対応されるのかをお聞かせください。 

山口防災対策企画課長 大分県の方で生活再建

の支援ができない場合に、住宅再建の支援金を

独自に持っております。最高額３００万円です。

今話のあった通り、新潟県で１００万円の加算

をしている、そういった制度を元々新潟県がお

持ちになっていると聞いているところです。そ

の上で、どういった支援が一番被災者のために

なるかをしっかり考えるべきだと思いますので、

いろんな住民の声――早く戻りたい、再建をし

たい、もしくは、集団で住宅を建ててほしいと

か、コミュニティを維持したいという声をお聞

きをしているところですので、どういった制度

が一番いいのかは、大分市とも一緒に意見を聞

きながら取り組んでいきたいと考えております。 

木田委員外議員 はい、是非手厚い支援を考え

ていただきたいと思います。加算支援金の方は、

契約の写しとか、実績報告がいるんですけども、

基礎支援金はそういったものはないということ

ですから、これから年越しになりますけども、

当面の生活をどうかしなくちゃいけないという

元手がこの基礎支援金じゃないかと思うんです

よね。１００万円なのか２００万円なのかは、

かなり被災者にとって大きいものだと思うんで

すね。さっきの県の制度は住宅再建なんで、多

分再建にかからないと入らないお金だと思いま

すが、基礎支援金はある程度、生活を支える当

面の資金だと思いますので、そういった面も是

非考えていただいて、この年明けをどうなるか

ということを考えて、普通予算もなくて。災害

パッケージは使えないですかね。なかなかそう
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いったことに使えないかもしれないです。財源

をどうにかすればなんとかなると思いますので、

是非お願いします。 

山口防災対策企画課長 訂正というか補足です

が、被災者生活再建支援法に基づいて住宅再建

支援金が支給されない場合に、県の方で独自に

出しているという形になりますので、さらに追

加で重ねて出すわけではないです。そこは私の

言い方が間違えておりましたので、訂正させて

いただきます。 

藤川防災局長 国がある一定以上の戸数じゃな

いと対象にしないんですよ。で、その国の対象

にならない時に県独自で拾えるようにというこ

とで、最大３００万円まで出す制度を県の方で

設けてるんですけど、新潟県の場合はそういう

のを関係なくして、プラス１００万円上乗せし

ますよっていう制度を元々持っていたので、糸

魚川市大規模火災の時にそれを適用したという

ことです。あとは、それ以外にも、大きな火災

としては、大船渡市の火災とか今年ありました

けど、そういうところも岩手県は国からの３０

０万円のみで対応していたりしますので、そう

いったところも見ながら、いろいろ検討する必

要があるかなと思っています。 

守永委員外議員 災害時のがれきの処理の関係

で、空き家が多いということで、所有者なり、

土地の名義人の方が近くにいないなり、不明と

いうケースの場合に、片付けそのものに支障に

なる点があるんでしょうか。その辺がどうなの

か教えてください。 

北村循環社会推進課長 ちょっとはっきりでは

ないんですけども、建物自体がもうなくなって

いるものは多いですので、法務局でそういう手

続ができると聞いています。（「はい、ありが

とうございます」と言う者あり） 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないので、これで質疑を終

わります。 

次に、②から⑤まで一括して報告をお願いし

ます。 

木内県民生活・男女共同参画課長 資料６ペー

ジを御覧ください。 

第６次おおいた男女共同参画プランの素案に

ついて御説明します。 

本計画については、これまで大分県男女共同

参画審議会等において、骨子や主な取組などの

具体的な内容を検討してきました。 

資料の左側に記載していますが、計画の構成

は、その趣旨や位置づけ、期間等を記載する計

画の策定にあたってに始まり、１総論編から５

資料編で構成しています。 

２各論編は、資料の右側にあるとおり、総合

目標を誰もが自分らしく、いきいきと活躍でき

る大分県とし、男女共同参画に向けた意識改革、

女性の活躍の推進、男女が安心できる生活の確

保の三つの基本目標と１０個の重点目標の下、

各取組をそれぞれ記載しています。 

基本目標Ⅰでは、重点目標１（１）の家庭・

地域・働く場における固定的な性別役割分担意

識の解消や、重点目標２（１）の全県的な広が

りを持った広報・啓発の一層の充実・強化を図

ることなどとしています。 

基本目標Ⅱでは、重点目標１（１）のあらゆ

る分野における女性の参画拡大、同じく（３）

の雇用者における女性の管理職登用促進、重点

目標３の職業生活と家庭生活との両立の推進等

について記載しています。 

基本目標Ⅲでは、重点目標２のＤＶ、性犯

罪・性暴力等の被害者支援、重点目標３の暴力

の根絶に向けた取組の推進などについて記載し

ています。 

今後のスケジュールですが、１２月から１月

にかけて実施するパブリックコメントの意見等

を反映したうえで、来年第１回定例会に、成案

を上程したいと考えています。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイ

ドブックス）に格納していますので、そちらも

御覧ください。 

 続いて、資料７ページを御覧ください。第３

次大分県犯罪被害者等支援推進指針の策定につ

いて、御説明します。 

Ⅰ性格・目的・期間ですが、この指針は、犯

罪被害者等基本法等に基づき、本県の犯罪被害
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者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため

に定めるもので、被害の早期の回復及び軽減を

図るとともに、誰もが安心して暮らすことがで

きる社会の実現を目指します。期間は、令和８

年度から令和１２年度までの５年間です。 

次に、Ⅱ基本方針ですが、１犯罪被害者等の

尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重

すること、２支援が個々の事情に応じて適切に

行われること、３支援が途切れることなく行わ

れることなどの五つとしています。 

右側のⅢ重点課題及び具体的支援策について

は、これまでの取組や国の第５次犯罪被害者等

基本計画を踏まえ、第１損害回復・経済的支援

等への取組から第５県民の理解の増進と配慮・

協力の確保への取組まで五つの重点課題及び具

体的な支援策を設定します。 

推進体制については、知事部局、警察本部、

教育委員会などの関係機関が相互に連携・協力

して施策を推進するとともに、個別事案に対し

ても、複数の機関・団体で途切れなく支援がで

きるようワンストップ支援体制の充実を図って

いきます。 

左下の今後のスケジュールについては、２月

に大分県犯罪被害者等支援関係機関ネットワー

ク会議で素案を協議し、パブリックコメントを

実施したのち、第１回定例会常任委員会で報告

いたします。 

宇都宮食品・生活衛生課長 資料８ページを御

覧ください。第５期大分県食育推進計画の策定

について御説明します。 

１計画の目的・位置づけですが、本計画は生

涯にわたる健全な食生活の実現を目指し、食育

に関する施策や取組を総合的に推進することを

目的としています。食育基本法及び六次産業

化・地産地消法、大分県食育推進条例に基づく

県計画であり、大分県長期総合計画の部門計画

の性格も有しています。 

２計画の期間は、令和８年度から令和１２年

度の５年間となります。 

３計画の方向性です。現在、うまい・楽し

い・元気な大分の実現に向け、一人ひとりが、

えらぶ・つくる・たべる力を身に付けられるよ

う食育を推進しています。次期計画では、今ま

での取組に加えて、この３つの力を身に付ける

ために必要な、食に関する正しい知識の理解、

つまり知るということを促進していくこととし

ています。 

右側の計画の骨子を御覧ください。目指す姿

を、うまい・楽しい・元気な大分とし、健やか

に食を楽しむ心豊かな人づくりと次世代へ受け

継がれていく活力ある地域づくりを基本目標に、

その下に記載している三つの視点で取組を進め

ていきます。下線部分が第４期計画から変更し

た箇所になります。主なものとして、１（２）

食の安全・安心への理解促進は、さきほど申し

上げた、食に関する正しい知識の理解に関する

箇所になります。今回、新しく項目立てをし、

食の安全安心スクールなどを拡充し、正しい知

識の普及と理解に取り組んでいきたいと考えて

います。 

４今後のスケジュールですが、パブリックコ

メントや外部の委員からなる大分県食育推進会

議での審議を経て、県民の皆様の意見を反映し

ながら計画を作成し、第１回定例会において報

告する予定としています。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納

していますので、そちらも御覧ください。 

続いて、資料９ページを御覧ください。第３

次大分県動物愛護管理推進計画の改訂について

御説明します。 

１改訂の背景・目的です。（１）背景ですが、

本計画は令和３年度から令和１２年度の１０年

間の計画となっており、今年度は計画の５年目

にあたり、中間見直しの時期となっています。 

（２）目的は、人と動物が愛情豊かに安心し

て暮らせる大分県をめざすとしています。 

（３）位置づけですが、①動物の愛護及び管

理に関する法律第６条に基づく計画、②国の動

物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進

するための基本的な指針に即した計画、そして、

③大分県長期総合計画安心・元気・未来創造ビ

ジョン２０２４の部門計画です。 

２改訂の概要です。動物愛護に関する近年の

情勢の変化への対応や、安心・元気・未来創造
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ビジョン２０２４の目標達成に向けた見直しを

行います。 

表の左側に三つの基本目標、中央に五つの主

要な施策内容、右側に追加、変更する施策の主

な例を記載しています。 

（１）①市町村の不妊去勢手術助成事業の促

進では、現在、実施中の１４市町から実施自治

体の増加に取り組みます。 

②多頭飼育対策の強化では、福祉部局等の関

連機関と連携を強化します。 

（２）②クラウドファンディングの実施では、

動物愛護ボランティアの経済的負担を軽減する

ための取組を進めます。 

（３）ペット防災の推進では、ペット同行避

難訓練の実施や災害時の動物ボランティアを育

成します。 

このほか、（４）公衆衛生獣医師の確保や

（５）動物由来感染症対策も進めます。 

目標指標として、令和１２年度に犬猫の殺処

分数を１９６頭以下にすることを目指します。 

３今後のスケジュールです。今後、パブリッ

クコメントの意見を反映しながら計画を作成し、

第１回定例会において報告する予定としていま

す。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納

していますので、そちらも御覧ください。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

ただいまの報告について、委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

猿渡委員 まず、男女共同参画プランの関係な

んですけれども、先日、女性活躍フォーラムに

参加させていただきまして、ありがとうござい

ました。非常に皆さん、自分らしく自分の職場

に合った形でのイメージを持ちながら、自信を

持って頑張っていこうと前向きに取り組んでい

らっしゃる、前向きな気持ちにセミナーの中で

なれたというお話を伺いました。 

私は以前も、交流することで元気が出るって

大事だなと言ったことがありますけれども、そ

ういう効果を非常に感じました。皆さんの意見

を今後にいかしながら、そういう取組を進めて

いただきたいと思います。 

 この計画の中に、性犯罪の問題、暴力の問題、

防止の問題なんかもありますけれども、やはり

犯罪なりそういう傾向にある人に対する矯正プ

ログラム、包括的性教育的なものが必要ではな

いかと思うんですね。やはり繰り返してはなら

ないわけですし、そういう傾向が見られる場合

に、犯罪につながらないようにしなければなら

ない。やっぱり包括的性教育を受けてきていな

いので、まずそこのところの、特にそういう場

合に対しての更生プログラム的なものがあるの

か、考えられないのかが一つです。 

 それともう一つ。動物愛護の関係で、先日、

神奈川県動物愛護センターに所管事務調査で行

かせていただいて、ここで参考になったなと思

うのは、いのち基金を取り組んでいまして、ふ

るさと納税が多いようでしたけれども、けがや

病気の治療とか、しつけや適正な飼養の推進な

どに活用しているということです。今説明いた

だいた中で、クラウドファンディングでボラン

ティアの負担軽減ということもありましたし、

市町村の助成事業を進めていきたいというお話

もありましたので、さらに充実いただくように、

ありがたい方向だと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

木内県民生活・男女共同参画課長 フォーラム

の話をありがとうございました。それから、性

暴力等の関係でございますけれども、基本目標

Ⅲの重点目標３に暴力の根絶に向けた取組の推

進を掲げております。この中で、こどもたちへ

の暴力の防止とか、それから、こどもたちが加

害者にならないようにするための取組等を記載

しているところでございますけれども、包括的

性教育の言葉そのものについては現在入れては

いないところですが、こどもたちに対する取組

は強化していきたいと考えております。 

宇都宮食品・生活衛生課長 動物愛護の分野に

おきましては、行政だけではどうしてもできな

い部分がありますので、動物愛護ボランティア

と一緒に進めていきたいと思っております。 

 クラウドファンディングの対象者は、どうい

う活動を対象にするか、今検討中でございます

けれども、譲渡できるようになるまでミルクを
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与えて育てるだとか、あるいは、なかなかもら

い手がない高齢の犬の看取りをしてくれるだと

か、そういったボランティアの方々を対象にし

たいと考えております。今から、どういった方

にお渡しするかをボランティアの方々とも話合

いを進めていきたいと思っております。 

首藤副委員長 食育推進計画の件で、１点質問

というかお願いも含めてなんですけど、計画の

方向性で、食に関する正しい知識の理解を促進

していくとあるんですけれども、具体的に計画

の中で、どの辺に表れているのかなと思いまし

て。 

 僕は一昨年痛風になりまして、今も医者に通

っていて、薬をいただいているんですけど、健

ちゃん、薬じゃなくてやっぱり食なんだと。１

０年前に僕はがんをやっていますけれども、そ

のときも医者は、がんは遺伝だと言うけど、同

じような病気になるのは食生活なんよと。やっ

ぱり親と同じものを食べていたら、塩分が強い

ところだと塩分が強くなるし、食べる物によっ

て体をつくる。要は、口に入るものしか体をつ

くれないと言われておりまして、やっぱりもう

ちょっと食に関する、本当にそういう面も含め

た推進をしていただけるとありがたいなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

宇都宮食品・生活衛生課長 食育については、

非常に幅広い分野から成っております。食育の

中でも、健康になりますと福祉保健部になりま

すし、学校給食になりますと教育委員会になり

ます。関係各所と連携しながら、今食育を進め

ているところです。 

 健康の分野については、さきほど申しました

ように福祉保健部で、例えば減塩のうま塩メニ

ューの開発ですとか、あるいは野菜を取りまし

ょうという、まず野菜、もっと野菜プロジェク

トを展開しておりますので、そういった部署と

も連携しながら、健康的な食生活が送れるよう

にしていきたいと思っております。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、次に、⑥

から⑩まで一括して報告をお願いします。 

宮本環境政策課長 資料１０ページを御覧くだ

さい。第６期大分県地球温暖化対策実行計画の

策定について御説明します。 

はじめに、１基本的事項ですが、本計画の目

的は、２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロに

向けた県全体の中期的な削減目標を示すととも

に、排出削減のための緩和策と、気候変動によ

る被害を回避・軽減するための適応策を明らか

にするものです。 

右側、計画の位置づけですが、本計画は、地

球温暖化対策推進法に基づく都道府県実行計画

など三つの性格を有しています。計画期間は２

０２６年度から２０３０年度までの５年間とな

ります。 

次に、２主な内容のうち、目標についてです

が、国では、本年２月に地球温暖化対策計画を

改定し、２０５０年カーボンニュートラルに向

けた直線的な経路で２０４０年度までの削減目

標を設定しました。これを受け、県では、２０

３０年度は現計画の目標を維持する一方、２０

４０年度は、技術革新や社会実装の進展も期待

し、最大で国と同水準となる幅をもった目標を

設定したいと考えています。 

次に、左下の取組方針についてです。現計画

と同様、環境と経済・社会のバランスを保ちな

がら、県民や企業と一体となった取組を進める､

地域資源を有効活用し、選ばれる地域になる､

新たな経済成長の契機となる環境対策をビジネ

スチャンスにつなげるための取組を進めるの三

つの方針に基づき大分県版カーボンニュートラ

ルの実現を目指してまいります。 

右下はその具体的な取組についてです。省エ

ネを一層進めるため、断熱・遮熱等も含めた省

ＣＯ２技術の活用を推進するほか、低炭素燃料

への転換や、グリーン事業者認証などの環境価

値を評価する取組を拡大していきます。また、

吸収源対策として、成長の早い早生樹による再

造林や、森林クレジットの創出等にも取り組ん

でいきます。 



- 22 - 

さらに、地球温暖化対策推進法に基づき、市

町村が再エネ促進区域を設定する場合に考慮す

べき環境配慮基準を計画中に明示します。 

最後に、３今後のスケジュールです。１２月

末から１月にかけて計画案のパブリックコメン

トを実施した上で、３月に本委員会で最終案を

報告した後、３月末の決定・公表を予定してい

ます。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納

していますので、そちらも御覧ください。 

北村循環社会推進課長 資料１１ページを御覧

ください。第６次大分県廃棄物処理計画の策定

について御説明します。 

初めに、１計画の目的及び位置付けの（１）

目的ですが、本計画は、循環型社会を目指し、

県内における廃棄物の減量その他その適正な処

理に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的としています。また、国の基本方針

で示された循環経済への移行、脱炭素化の推進

やデジタル技術の活用についても、新たに取り

組むことにしています。（２）位置付けとして

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条

の５の規定に基づく法定計画であるとともに、

県環境基本計画の廃棄物対策等に係る個別計画

として位置付けられています。 

次に２計画の概要の（１）計画期間ですが、

現計画が今年度で満了することから、令和８年

度から１２年度までの５年間としております。 

（２）現状については、一般廃棄物のごみ排

出量は減少傾向にありますが、全国平均よりも

多く、再生利用量は減少傾向となっています。

右の産業廃棄物については、再生利用量や最終

処分量が横ばい状態であることや、不法投棄な

どの不適正処理が依然として発生している状態

です。 

（３）目標については、一般廃棄物の１人１

日当たりの家庭系ごみ排出量は、国の目標値と

同じ４７８．０グラム以下に、循環利用率は、

最終処分量の目標値を達成するために２０．

０％以上に、最終処分量は県の上位計画と整合

を図り、年２万３００トン以下としています。

申し遅れましたが、目標欄でアンダーラインを

引いているところが変更した指標になります。 

右側、産業廃棄物の排出量は、令和４年度比

で１％の増加に抑制するという国の目標値設定

方法と整合を図り、年２８８万トン以下に、循

環利用率は最終処分量の目標値を達成するため

に４７．０％以上に、最終処分量は県の上位計

画と整合を図り、年６万１００トン以下として

います。 

（４）基本方針・施策については、新たに記

載する部分にアンダーラインを引いています。 

まず、①資源循環の促進では、循環経済への

移行に向け、プラスチック代替製品の使用促進

や製品を製造する動脈産業と、リサイクルなど

を行う静脈産業が協力する動静脈連携体制の構

築等を推進します。②廃棄物の適正処理の推進

では、デジタル技術を活用した高度な選別施設

等の導入支援やＡＩやドローンを活用した監視

の強化に取り組みます。③脱炭素化の推進では、

二酸化炭素の削減に資する施設整備の推進・支

援の検討等を行います。④災害廃棄物処理体制

の構築では、頻発化・激甚化する災害に対応す

るため、自治体間の連携強化や産業廃棄物処理

施設の活用を推進します。 

最後に、３今後のスケジュールですが、環境

審議会からの答申及びパブリックコメントの実

施を経て、作成した計画については、本委員会

で報告後、３月下旬に公表を予定しています。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納

していますので、そちらも御覧ください。 

資料１２ページを御覧ください。大分県ごみ

処理広域化・集約化計画の策定について御説明

します。 

初めに、１計画の目的及び位置付けの（１）

目的です。本計画は、人口減少に伴うごみ排出

量の減少や、廃棄物処理施設の維持管理費・更

新コストの増大などの課題を踏まえ、廃棄物処

理施設の広域化・集約化を進めることで、将来

にわたり安定的かつ効率的な廃棄物処理体制を

確保することを目的に、長期的な広域化・集約

化計画を策定するものです。（２）位置付けと

しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の

法定計画であるとともに、県環境基本計画の廃
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棄物対策等に係る個別計画として位置付けられ

ています。 

次に、２計画の概要の（１）計画期間ですが、

令和６年３月の環境省通知に基づき、２０５０

年度まで、即ち令和８年度から令和３２年度ま

での２５年間としています。 

（２）広域化ブロックの設定については、環

境省通知により、計画策定には市町村の合意が

必要となっております。そのため、県・市町村

で構成するごみ処理広域化・集約化協議会を設

置し、広域化ブロックの見直しについて議論し

ました。その結果、現在の達成状況、各市町村

の意向、経済性・環境性、現施設の耐用年数等

を総合的に勘案し、表のとおり六つのブロック

に設定しています。なお、中津ブロックについ

ては、新たに、福岡県の近隣自治体が加わって

いますが、現在、中津市が当該自治体と広域

化・集約化に向けた調整を行っているところで

す。 

（３）計画の進捗管理については、広域化・

集約化の達成に向けて、協議会において進捗確

認等を実施していきます。また、計画の見直し

の際には、より広域化・集約化を目指し、協議

会で議論を進めていきます。 

最後に、３今後のスケジュールですが、環境

審議会からの答申及びパブリックコメントの実

施を経て、作成した計画については、本委員会

で報告後、３月下旬に公表を予定しています。 

資料１３ページを御覧ください。第４次大分

県きれいな海岸づくり推進計画の策定について

御説明します。 

資料の１計画の目的及び位置づけについてで

す。本計画は、海岸ごみの現状を踏まえ、行

政・県民・関係団体等が連携して総合的に海岸

漂着物対策等に取り組むことを目的としていま

す。海岸漂着物処理推進法に基づく地域計画で

あり、大分県廃棄物処理計画の個別計画として

位置付けています。 

次に、２計画の概要です。現行計画が今年度

で満了することから、期間を令和８年度から１

２年度までの５年間とし、基本理念のごみのな

いきれいな海岸づくりを通じて、地域と環境が

共生するうつくしい大分県を引き続き目指しま

す。 

主な取組として、四つの基本方針の下に各施

策を進めます。 

Ⅰ海岸ごみの円滑な処理の推進では、平時の

海岸ごみの回収に加え、災害時の漂着ごみの迅

速な処理を行うほか、ＮＰＯ団体等による海岸

漂着物回収・処理活動への支援を強化します。 

Ⅱ効果的な発生抑制対策の推進では、３Ｒの

推進や、おおいたグリーン事業者認証制度の活

用により、廃棄物の発生抑制と適正処理を図り

ます。また、海洋プラスチックごみ対策として、

漁協と連携した漁業者等への啓発や漁港パトロ

ールを実施します。 

Ⅲ県民みんなで進めるきれいな海岸づくりで

は、令和６年度に実施した海岸漂着物の実態調

査によると、漂着した人工ごみの約７割がプラ

スチック類であり、その約８割が陸域由来であ

ったことから、内陸部にも広報・啓発を行いな

がら海岸クリーンアップ作戦を展開します。 

Ⅳの地域連携と協働の推進については、Ⅰか

らⅢの取組を関係機関、団体、地域住民などと

連携して推進します。 

次に、目標ですが、現行計画では海岸清掃参

加人数と人工ごみの量を目標指標としています。

そのうち、人工ごみの量については目標を達成

したことから見直しを行い、今回の計画では海

岸清掃参加人数を目標指標としています。 

最後に、３スケジュールですが、市町村への

意見聴取とパブリックコメントを実施し、県民

の皆様の御意見を反映したうえで、本委員会で

の報告後、３月下旬に計画を公表する予定です。 

計画素案の本文はＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納

していますので、そちらも御覧ください。 

羽田野自然保護推進室長 資料１４ページをお

願いします。くじゅう連山登山道整備等に係る

クラウドファンディングについて御説明します。 

１現状・課題を御覧ください。多くの登山客

が訪れるくじゅう連山を代表とするくじゅうの

自然は、行政や地元の保護団体の活動等によっ

て守られてきました。広大なくじゅう連山の登

山道や自然環境を維持するためには、多くの人
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手と費用が必要となります。くじゅうの自然を

安全で快適に楽しんでいくためには、県内外か

ら訪れる多くの来訪者も含め、皆で守っていく

ことが大切です。 

そのため、今回、くじゅう連山の自然を守る

ため、登山アプリで国内トップシェアを誇るア

ウトドア関連企業である株式会社ヤマップと連

携し、ふるさと納税の仕組みを活用したクラウ

ドファンディングを実施することとしました。 

下段の２クラウドファンディングの概要を御

覧ください。頂いた寄附金の使途としては、県

が直接整備するくじゅう連山の登山道の修繕や

自然保護団体等が行う登山道の補修や植生復元、

草原の維持などに活用します。 

目標額は、他県の例を参考とし、２００万円

に設定しました。 

募集期間は先月１８日から開始しており、来

年２月１５日までの９０日間としています。 

くじゅうの自然を愛する多くの方々から温か

い御支援をいただきたいと考えております。お

手元に募集チラシをお配りしました。これは、

先月の開始時にも全議員にお届けさせていただ

きました。委員の皆様のあらゆる観点からの御

協力をよろしくお願いします。 

今吉委員長 以上で説明は終わりました。 

ただいまの報告について、委員の皆様から、

御質疑、御意見等はありませんか。 

福崎委員 地球温暖化対策実行計画についてな

んですが、取り組んでいく必要性は本当に大き

いんだと思うんですけど、毎回計画を聞いてい

ると、大分県自身が排出ゼロに向けてどう取り

組んでいくのかがあんまり感じられない。その

姿勢を感じられない。例えば、この前、私は決

算特別委員会で教育委員会に質疑しましたけど、

バスを買い換えるときに電気バスは高いからや

めますみたいな。じゃ、またＣＯ２排出をどん

どんするのみたいな。どこかがきちんと県全体

としてゼロを目指していくんだを示して、それ

に向けて県庁内での取組をしっかりしないと私

はならぬと。何か常に他人事、他人に頼んで、

それで実行していきましょうみたいで、真の実

質ゼロは目指さないというふうに思いますので、

そこは指摘をさせていただきます。また３月の

予算特別委員会で聞きますから、いいです。 

 あと、海洋ごみについてなんですが、海洋ご

み、処理とか対応とか書いてあるんですけど、

元々、海洋ごみが増えないことが大切じゃない

かと思います。別府湾は前はすごくごみがあっ

たと。それを一応何か回収したと聞くんですけ

ど、本当にきれいな海を残しておこうと思った

ら、この海洋ごみの問題はもっと深いものがあ

るんじゃないかと。私もちょっと分からないの

で、深いものがあるんじゃないかと思うので、

そこら辺をしっかりと取り組んでいけるような

計画にお願いしたいので、これも回答は要りま

せん。 

首藤副委員長 くじゅう連山のクラウドファン

ディングなんですけど、寄附金の使い方で、ミ

ヤマキリシマの件が出ていないんですけれども、

最近、春先、ミヤマキリシマが咲かないエリア

が増えてきている現状があるんですけど、もし

把握していたら、あるいは被害が結構やっぱり

年々大きいんだという状況が分かれば教えてく

ださい。 

羽田野自然保護推進室長 咲かないエリアがあ

るというのは私は直ちに把握しておりませんが、

くじゅう連山全体を守っている管理団体があり

ます。県も入っています。その中でも情報共有

しながら、丁寧にそういった情報を集めて、必

要に応じて対応していきたいと思います。 

今吉委員長 クラウドファンディングは今どの

くらい入っているんですか、。 

羽田野自然保護推進室長 目標２００万円に対

して、今日現在８２万円、４１％の達成率とな

っています。 

今吉委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 委員外議員の方は、御質疑等はあ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかに質疑もないので、以上で、

諸般の報告を終わります。 

予定している案件は以上ですが、この際、何

かありませんか。 
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猿渡委員 大分市の官製談合事件の第三者委員

会の調査報告書が出ています。部長読まれたか

と思うんですけれども、読んでどういうふうに

感じられたか。私は大分県にいかすべきことが

いろいろあると思うんですが、いかがでしょう

か。 

首藤生活環境部長 私も読ませていただきまし

たが、随分、昔から、過去の事例から掘り下げ

て現在まで調査していると思っております。 

ただ事件そのものについては、談合と言いま

すか、入札上の問題ということで、そちらの方

には県としてしっかり今まではやってますので、

今後も入札の案件については会計管理局を中心

にやっていくこと、それから部落解放同盟との

関係につきましても、大分市はそういう関係だ

ったのかというちょっと驚くような内容もござ

いましたが、県としては、これまでの関係は決

して大分市のような関係ではございませんので、

きちっと行政対応団体としての関係性の中で保

っておりますので、それはそれで今後もその関

係性をいかにするかを検討すべきかと思ってお

ります。 

ただそれとは離れまして、人権問題は非常に

重要な問題で、部落差別は依然として県内にあ

ると私どもも把握をしておりますので、今後も

部落差別に対する取組というのは、インターネ

ット等の新たな手法のものもいっぱい出ており

ますので、そこはしっかり対応していく考えで

す。 

猿渡委員 中身が非常にリアルに出てまして、

昭和５２年に部落解放同盟との団体交渉で部落

解放同盟の出席者が、市長や助役、県の農政部

長も出席しているということなんですけれども、

市や県の関係者に水をかけて、バケツで頭を叩

くなどの暴力行為があったというようなことも

あります。 

昭和５２年当時はこういうことがあっている。

その時に大分市議会議員、共産党の平尾広喜さ

んがこれ告発すべきじゃないかと言った時に、

その答弁が、交渉の場での一つの行為として容

認していると第三者委員会が言ってるんですね。

暴力行為として毅然とした対応をするどころか、

容認するような答弁を行っていると、この報告

書には書かれています。 

それに対して、この当時の大分市の対応が、

以降、大分市と部落解放同盟のメンバーである

運動隊との主従関係に多大な影響を与える事情

となったものであるとあるんですね。対等な関

係ではなかったと書いてあります。これは非常

に重要で、こういう時にきちんと毅然とした対

応をしなかったことが後に影響したということ

を指摘されている。 

やはりここに学ぶべきじゃないかと思うんで

すね。部長、今、県は大分市のような関係では

ないというふうなことを言われました。 

やっぱり市民的にも関心が高いので。大分県

は大分市のような関係ではありませんと単に口

で言っても、いや、本当にそうなんですかって

いう思い、なかなか納得していただけない思い

があるんじゃないかと思うんですね。ですから、

そこはきちんと大分県としても。だって、この

昭和５２年の時の話ですけど、県の部長も出て

いるということも出てきますからね。だからや

っぱりこの際ですね、大分県としても第三者委

員会を設置するなどして、あるいはグーグルフ

ォームを使って、ホットラインで大分市の職員

に聞き取りをして意見もらってますよね。いろ

いろな声が上がっているんですけれども、そう

いうことにも学んでですね、こういう関係じゃ

ない、ならないということを、具体的に示す必

要があるんではないかと私は思うんですが、い

かがでしょうか。 

首藤生活環境部長 昭和五十数年、三十何年前

に県の部長が立ち会って、その後、どういう県

の対応があったかはよく分かりませんが、ただ、

はっきり申し上げられるのは、これまで知事が

定例記者会見の中で、県と部落解放同盟との関

係は、そういう不適切な関係はないと申し上げ

てきております。県のトップが記者会見の場で

そのように申し上げておりますので、改めてほ

かの手を使って県民に表明する必要はないので

はないかと思っております。 

今吉委員長 はい、もう簡単に。 

猿渡委員 そうであれば、前々から申し上げて
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いますように、条例の中身とか課の名称とかに

部落解放ということを特記、特化しているわけ

ですよね。もちろん同和問題に取り組むことは

必要なんです。差別が全くないとは思っていま

せん。残る差別に取り組んでいくことは大切な

んですけれども、ほかの差別と同じように一般

行政として取り組むべきだと。その姿勢を条例

名を変えるとか、課の名前を変えるとかいうこ

とで取り組んでいただきたいと思います。その

ことで、そういう姿勢を県民に示すことができ

ると思っておりますが、いかがですか。 

今吉委員長 お願いですね。答弁難しいと思い

ます。（「一言どうぞ」と言う者あり） 

じゃあ、部長一言どうぞ。 

首藤生活環境部長 条例や課の名称は、過去、

それを設定した時、もしくはその名称を変えた

時に、部落差別が差別問題の大きな、最も重要

な案件だと捉えて、県としてそのように名称等

を変えたんだと思います。その状態が今解決さ

れたという前提であれば、そういうことも考え

られるんですけど、今の段階、部落差別が以前

に比べて減ってきたとか、なくなったとか、そ

ういう状況にはないので、それはまたその状況

が把握できた時に検討できればと思っておりま

す。今回の検討は切り離して考えるべきだと思

っています。 

今吉委員長 ありがとうございました。 

藤川防災局長 一点、嶋委員からのさきほどの

質問で、少し補足説明させていただきます。被

災者生活再建支援金の関係ですけど、さきほど

担当課長から年内にと申し上げましたけど、公

益財団法人都道府県センターが支給するんです

が、年内最終の振込日が１２月２３日になって

おります。明日までに都道府県センターに届け

ば、その日に間に合うということで、都道府県

センターでの審査期間が約２週間で支給しても

らうように言ってるんですけど、通常１か月ぐ

らいかかるという話だったんですけど、県と、

大分市の方もいろいろ都道府県センターに働き

かけてもらって、２週間で審査をしてもらおう

と今やっておりますので、議会の開会日に意見

書をいただきまして、そのあとに早期支給をと

いうことであったかと思いますけど、その早期

支給に向けて今取り組んでいると御理解いただ

ければと思います。 

今吉委員長 他にありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 ほかにないようなので、これをも

って生活環境部関係を終わります。 

執行部の皆様、委員外議員の皆様はお疲れ様

でした。 

委員の皆様は、内部協議を行いますので、こ

のままお待ちください。 

 

  〔委員外議員、生活環境部退室〕 

 

今吉委員長 これより、内部協議を行います。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。 

お手元に配布のとおり、各事項について、閉

会中、継続調査を行いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 御異議がないので、所定の手続き

を取ることといたします。 

 この際、ほかに何かございませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

今吉委員長 別にないので、これをもちまして、

本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


